
介護・障がい福祉の一体化
「共生型サービス」
の実態とは？

一つの事業所が介護保険と障がい福
祉のサービスを一体的に提供する施設
が「共生型サービス」です。２０１８
年４月に創設され、従来の縦割りサー
ビスを超えた対応ができると注目され
ていますが、期待ほど広がっていない
のが現状です。

創設から約２年半の昨年１０月時点
で、介護保険事業所が障がい福祉共生
型サービスの指定を受けたのは７３９、
障がい福祉事業所が介護保険共生型
サービスの指定を受けたのは１１７で
す。それに対し厚労省は「非常に少な
い」と見ており、普及に向けた対策を
講じています。共生型サービスの手続
きや報酬が分かりにくいといった指摘
があることから、事業所の立ち上げ・
運営のポイント集を作成、また、介護
保険事業所に対して共生型サービスの

※出典：高齢者住宅新聞より共生型サービスの実例

基整備費を最大１０３万円補助してい
ます。

共生型サービスとは、介護保険・障
がい福祉と2つの面で共通するシステ
ムを導入することによって、地域での
支援体制の構築を目指したものです。

現状普及が進んでいない原因として、
主に2点が考えられます。1つ目は、
サービス提供の難しさや質の低下です。
介護と障がいの両面のサービスを提供
できる事業者の存在が必要です。2つ
目は、利用者の共生の難しさです。年
齢も背景も全く違う、障がい者と高齢
者の共生には難しさもあります。

厚生労働省としても普及に力を入れ
ている共生型サービス。事業者の皆様
の事業経営の1つの選択肢として考え
られるでしょう。弊社は、介護から障
がい福祉まであらゆる施設の建築にお
いては地域でも強みをもって取り組ま
せていただいています。お気軽にご相
談下さい。

～セミナー・相談会のご案内～

介護ビジネス研究会介護ビジネス研究会

高齢者・障がい者のための住宅、介護施設の建設
について個別にご相談を承ります。
建築についての基本的な情報の他、全国の事例の
ご紹介や、具体的な収支についてなどお伝えします。
また、不定期ですが座学セミナーも開催しております。
開催が決定いたしましたら、ホームページ等でお知らせ
致します。詳しくは
HPをご覧ください。
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※尚、今後このようなご案内が不要な場合は、右の欄にチェックを入れて
0575-24-5733迄ご返信をお願い致します。


